
監 査 報 告 書

一 般 社 団 法 人

会 長  本 橋

埼 玉 県 弓 道 連 盟

民 夫  殿

私 た ち 監 事 は 、 令 和 6年 4月 1日 か ら令 和 7年 3月 31日 ま で の 令 和

6年 度 の 会 計 及 び 業 務 の 監 査 を行 い 、 次 の とお り報 告 い た しま す 。

1.監 査 方 法 の概 要

(1)会 計 監 査 に つ い て 、 帳 簿 並 び に 関 係 書 類 の 閲 覧 等 必 要 と思 わ

れ る監 査 手 続 を用 い て 計 算 書 類 の 正 確 性 を検 討 し ま した 。

(2)業 務 監 査 に つ い て 、 理 事 か ら業 務 報 告 を 聴 取 し、 関 係 書 類 閲

覧 等 の 手 続 き を 用 い て 業 務 の 妥 当 性 を検 討 し ま した 。

2.監 査 意 見

(1)収 支 計 算 書 、貸 借 対 照 表 は 、会 計 帳 簿 の 記 載 金 額 と一 致 し、収

支 状 況 及 び 財 産 状 態 を正 し く示 さ れ て い る も の と認 め ま す 。

(2)理 事 の 職 務 執 行 に 関 す る不 正 行 為 又 は 法 令 若 し くは定 款・会 則

等 に違 反 す る重 大 な 事 実 は な い も の と認 め ま す 。

以  上

令 和 7年 4月 27日

一 般 社 団 法 人  埼 玉 県 弓 道 連 盟

監事ぇダ_ネ欠
監事 ′杉 派

=

多∠ミ

スイ好
9
だ「ハ
ヽ

、、
覇 :::諄

ノ


